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令和６年度高松港マザーポート観光交流イベント支援事業補助金 
募 集 要 領 

 

 

１ 事業趣旨                                   

高松港マザーポート観光交流イベント支援事業は、高松港での質の高い観光交流イベントの開催を

促進し、国内外からの観光客誘致や宿泊等滞在時間の拡大による地域経済の活性化を図るため、瀬戸

内海やアート、自然、歴史、文化、食など本県の豊かな地域資源を活用し、本県の魅力を体感できる

事業に対して、実施に要する経費の一部を補助するものです。 
  

 

２ 募集対象者                                

◆ 次のいずれかに該当する団体とします。 
・県内地域の観光振興を目的として設立され、運営している観光協会等 
・県内に事業所を持つ法人若しくは県内に事業所を持つ複数の法人が共同して設立する団体 

◆ ただし、次のいずれかに該当する団体は対象外です。 
・宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体

及び香川県税等を滞納している団体を除く。 
 
 
３ 募集事業                                  

◆ 瀬戸内海やアート、歴史、文化、食など本県の豊かな地域資源を活用し、国内外からの観光客

が本県の魅力を体感できる事業で、次の各号に掲げる要件を全て備えている事業とします。 
 ・イベントは、７月から８月までの期間中、延べ３日以上実施するとともに、実施する時間は、

各日とも日没後の時間帯が含まれているもの。 
 ・実施場所は、高松港内ハーバープロムナード等とすること。 
・観光客の県内滞在を促進するもの。 
・大勢の観光客が参加できる内容となっているもの。 
・補助事業に取組む目的及び主なターゲット層が明確になっているもの。 
・瀬戸内海国立公園指定 90 周年のイベントとして広報等ができるもの。 
・集客を図るための広報活動計画を策定しているもの。 
・集客目標を設定し、その測定の方法を定めているもの。 
・参加者の安全確保のため、想定される事故等について具体的な対策が示されているもの。 
・宗教活動又は政治活動を目的とするものではないもの。 
・公序良俗に反しないもの。 
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４ 申請方法                                  

◆ 募集期間は、令和６年４月５日（金）～同年４月２６日（金）までです。（※期間内必着） 
◆ 提出書類（各１部） 
 ① 交付申請書（様式１） 

  ② 事業計画書（別紙１） 

  ③ 収支計画書（別紙２） 

    ※事業実施中に補助対象経費が増加しても補助金額は増えませんので、経費は十分精査・積算してください。 

※ 消費税及び地方消費税は対象外です。見積書等が内税表示の経費は、表示額に100/110

等適切な率を掛けて補助対象経費を算出してください。 

  ④ 誓約書（別紙３） 

  ⑤ 香川県税等を滞納していない旨を証明する納税証明書（申請時点で提出できる直近のもの）

※ ただし、香川県税の納税義務がない者（任意団体など）を除く。 

⑥ 最新の定款、規約、会則等（該当がある場合のみ） 

  ※市町観光協会以外の、法人や団体のみ提出してください。 

 ◆ 申請上の注意 
・ 一団体が申請できる事業数に制限はありません。 
・ 同一事業について、複数の団体からそれぞれ申請することはできません。 
・ 提出された書類は返却しません。 
・ 書類等の作成、送付等に係る費用は申請団体の負担となります。 
・ 書類を郵送する場合には、簡易書留や特定記録などを利用し、配達されたことが証明（確認）

できる方法によってお送りください。なお、「FAX」による提出はできません。 
 
◆ 提出先及び問合せ先 
   〒760-8570 香川県高松市番町四丁目１番 10 号 香川県庁東館５階 

香川県観光協会 （総務・受入環境整備グループ） 
TEL：087－832－3361  FAX：087－835－5210 

 
 
５ 補助内容                                  

◆ 補助額等 
・ 補助上限額は、2,188 万円となります。 

   （なお、補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）のうち補助率５分の

４以内を適用する補助対象経費は 800 万円までです。また、補助対象経費から先に述べた

800 万円を除いた残額が生じる場合は、その残額と同額（限度額 1,548 万円）を交付する

ことになります。） 
 ・ 算出した補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てます。 
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◆ 補助対象経費 
  補助事業の実施に直接必要な経費として明確に区分できるもので、補助金交付決定以降に、発

注、購入、契約等を行い、補助事業実施期間中に支払いが完了し、かつ証拠書類によって金額等

が確認できる次に掲げる経費が対象となります。 
区分 主な内容 

賃金 会場設営、安全確保、受付等に必要な臨時的に雇用したアルバイト等の賃金 

謝金 出演者、通訳等への謝金等 

旅費 出演者、通訳等の移動に要する運賃等 

消耗品費※１ 取得価格が５万円（税込）未満の物品で、事務用品等の消耗品の購入費 

印刷製本費 プログラム、チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷費 

通信・運搬費 郵便代や運送料等 

広告料 新聞、雑誌、駅貼り、宣伝デザイン料等の広告費、案内・広報用の看板費等 

保険料 ボランティア保険、イベント開催時の保険料等 

委託料 専門性の高い業務に関して外部に委託する経費（イベント運営、警備等） 

使用料・ 
賃借料 

機材・器具、バス等の借上料  

備品購入費※２ 取得価格が５万円（税込）以上の機材購入費 

その他 上記に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費 

※１ 「消耗品」：一度の使用でその効用を失うもの及び数会計年度にわたり使用される物品で、備品の程度

にいたらないものをいう。 

※２ 「備品」：その性質、形状を変えることなく比較的長期間使用に耐えるもの及びその性質は消耗品に属

するものであっても、長期間保存を要するものをいう。 

 
◆ 補助対象外経費 

下記経費とし、補助事業の実施に直接必要な経費と明確に区分できないものは、すべて補助対

象外経費とします。 
・ 補助事業者の団体運営のための経常的経費（事務所経費、事務職員への給与等・旅費、事務

用品購入費、電話代、郵送代等） 
・ 食糧費 
・ 使途の特定が困難な経費（電気代、ガソリン代、タクシー料金等） 
・ その他補助事業に直接関連していない経費（雑費、諸経費、活動経費等） 
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６ 補助金交付の流れ                              

 
令和６年４月５日（金）から                 申請者が補助金交付申請書を提出 

４月 26 日（金）まで 
 
募集期間終了後                      交付申請書の審査 
 
令和６年５月上旬                    県観光協会から交付決定通知書又は 

不交付決定通知書を送付 
 
交付決定日から事業を実施                補助事業の実施及び各種支払い 
 
※概算払いをする場合                 補助事業者が概算払い請求書を提出 
 
※事業内容を変更する場合               補助事業者が変更承認申請書を提出 
 
事業完了後３０日以内                  補助事業者が実績報告書を提出 
 

県観光協会による完了検査 
                           

県観光協会から補助金額確定を通知 
 
                              補助事業者が補助金請求書を提出 
                             
 
 
７ 交付申請                                  

高松港マザーポート観光交流イベント支援事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）の補助金交

付申請書（様式１）に会長が必要と認める書類を添えて、別途指定する日までに、提出してください。

交付決定の対象となった事業については、県観光協会からの交付決定通知後に実施してください。 
  
 
８ 選考方法                                 

募集期間終了後に行う審査の結果を踏まえて、採択事業を決定します。 
 必要に応じて、事業計画の詳細に関する追加書類の提出を求めることがあります。その場合は、  

別途定める期限までに、追加書類を提出してください。 

  

 

交付申請 
↓ 
↓ 
審査 
↓ 

交付・不交付決定通知 
↓ 
↓ 

事業の実施 
↓ 

概算払 
↓ 

変更申請等 
↓ 

実績報告 
↓ 

完了検査 
↓ 

補助金額確定 
↓ 

補助金の交付 
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事業内容の審査は、次表に基づいて行います。 

審査項目 審査内容 配点 

①企画内容 

補助事業は、本県の魅力ある地域資源を効果的に活用した質の高い観光交流

イベントとなっているか。 
20 

新規性があり、変化する旅行形態や観光ニーズに対応することで、これまで以

上に国内外からの集客が見込まれるもので、補助事業完了後も事業の継続が見

込まれる内容となっているか。 

20 

②広報 
 ターゲットとなる観光客に観光コンテンツをＰＲするため、効果的な広報や

プロモーションが計画されているか。 
15 

③安全対策 
・地域住民や参加者等の安心・安全に配慮しているか。 

・事業実施に伴い想定される事故等に対する防止対策は万全であるか。 
10 

④事業効果 

・集客目標の設定や今後の事業展開の方向性は妥当であるか。 

・アンケート等の手法により参加者の意見や満足度等を調査することで、事業

の効果を検証できるものとなっているか。 

10 

地域の観光施設や飲食店、土産店、宿泊施設への誘客や連携など、本県の観光

産業の振興と地域経済の活性化につながるものとなっているか。 
10 

⑤スケジュール 
 観光コンテンツの企画・実施に係るスケジュールが具体的に示されており、 

効率的かつ確実に遂行することが期待できるか。 
5 

⑥実施体制 
申請者は、観光コンテンツの企画・実施に係る全ての業務を、適正かつ円滑

に執行できる体制となっているか。 
5 

⑦収支計画 事業内容に対して、妥当な収支計画が示されているか。 5 

合計 100 

 
補助金の交付を決定した事業者には、交付決定通知書を、それ以外の事業者には不交付決定通知書

を送付します。なお、補助金の交付を決定する場合でも、対象外経費が含まれている等の理由により

交付決定額が申請額より減額となる場合があります。 

 
 
９ 交付決定                                  
 県観光協会は、提出された補助金交付申請書の内容を審査し、適切であると認めるときは、補助金

の交付決定額を確定し、要綱の交付決定通知書（様式２）により正式に通知します。交付決定通知書

により通知する補助金交付決定額は、補助金交付申請額より減額となる場合がありますので、御留意

ください。 
なお、補助金交付決定額は、補助限度額を明示するものであり、補助金支払額を約束するものでは

ありません。また、補助対象経費が当初の予定を超えた場合にあっても、補助金交付決定額を増額す

ることはできません。 
 



6 
 

10 補助金の交付                                

 補助金の交付については、補助事業の完了後、その日から 30 日を経過した日までに、要綱の実績

報告書（様式６）に会長が必要と認める書類を添えて提出していただきます。実施した事業内容の検

査と経費内容の確認により、交付すべき補助金の額を確定した後、精算払いをいたします。 
 （注意事項） 
  ・ 実績報告書提出時には、事業の詳細が分かる書類、見積書・発注書・契約書・納品書・領収

書等支出の証拠を示す書類、写真、成果報告物等の添付が必要となります。 
・ なお、会長が特に必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができます。 

 
 

11 交付決定後の注意事項                            

◆ 補助事業の内容等 
   交付決定後、補助事業の内容等を変更しようとする場合、又は補助事業を中止若しくは廃止し

ようとする場合等には、あらかじめ会長の承認を受けなければなりません。ただし、会長が別に

定める軽微な変更にあっては、この限りではありません。 
  ・ 交付決定の変更等の手続き（要綱第 11 条） 

当初の事業内容との同一性が認められる

範囲内の内容の変更であるか否か。 
補助対象経費の合計額の増減 提出書類 

同一性が認められる範囲内の内容の変更である。 
20％以内の額の増減（増減なし含む。） 実績報告書 
20％を超える額の増減 変更承認申請書 

同一性が認められる範囲内の内容変更ではない。 ― 変更承認申請書 
 
 ・ 補助事業者の責めに帰さない、予期できない事情により、補助事業を実施できない場合は、中止等に

至った経緯が分かる書類（意思決定を行った会議議事録等）を添付してください。補助事業の準備に要

した経費について補助対象となる場合があります。 

 
◆ 状況報告 
  補助事業期間中において、会長の要求があった場合には、速やかに補助事業の遂行及び収支の

状況を報告しなければなりません。 
 
◆ 補助事業遅延等の報告 

   補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困

難になったときは、速やかに要綱の補助事業遅延等報告書（様式５）を提出し、会長の指示を受

けてください。 
 
 ◆ 補助金の経理等 
 ・ 補助事業に係る経理を他の経理と区分し、当該収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、

かつ、これらの書類を交付決定の通知を受けた日の属する会計年度が終了する日から５年間、

保存しなければなりません。 
 



7 
 

 ・ 支払いは、原則補助事業者が行ってください。なお、補助事業者以外の者（例：代表者個人、

従業員個人）が立替払いをした場合は、補助事業者と立替払いをした者との間で、精算処理を

する必要があります。 

・ 支払いは、銀行振込・現金払い・口座振替・クレジットカード払いのいずれかとしてくださ

い。仮想通貨、手形、小切手、相殺による支払いは一切認めません。 

   ※口座振替の場合、口座からの引き落とし日が、交付決定通知書に記載の補助事業実施期間内である必要がありま

す。 

  ・ 支出証拠書類（見積書、契約書（請書）、納品書、請求書、領収証・銀行振込明細書・通帳の該当ページ・ネット

バンキングの記録のプリントアウト・カード会社からのご利用代金明細書など）は、適切に管理してください。 

    なお、インターネット取引の場合、注文日や注文内容を確認することができる注文完了画面等を保管してください。 

・ クーポン・ポイント・ギフト券などを利用した場合は、利用相当額から値引きされたものと

みなします。 

・ 事業を中止し、購入した物品等を使用しなかった場合、当該物品は補助事業以外でも使用することができ

るとして、当該物品の購入費を対象外とすることがあります。 

◆ 財産の管理及び処分制限 
  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年８月 27 日法律第 179 号）に基づ

き、善良な管理者の注意をもって適切に管理してください。また、会長の承認を受けないで、取

得財産の処分等をしてはいけません。 
 
◆ 交付決定の取消し 

交付決定後に、次のいずれかに該当する場合、交付決定の全部又は一部を取り消すことがあり

ます。 
・ 法令、要綱若しくは規則又はこれらに基づく知事の指示若しくは命令に違反したとき。 
・ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 
・ 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けた、又は受けようとしたとき。 
・ 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 
・ 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。 


